
 

令和３年１月２９日 

１・２年生保護者様 

                                                             大阪市立田辺中学校 

                                                              校長  平野 常弘 

令和３年度(２０２１年度)就学援助制度について 

 

 寒冷の候、皆様方には、ますますご健勝のこととお慶び申しあげます。 

さて、教育委員会からの依頼により、『令和３年度(2021年度)就学援助制度のお知らせ（早期２・一般・随

時）』(以下『お知らせ』)を配布いたします。 

制度の趣旨をよくご理解いただき、希望される方は下記のとおり申請してください。 

なお、令和２年度に引き続き、令和３年度も継続して認定を希望される方も、再度申請・書類提出が必要にな

りますので、ご注意ください。 

また、目安として申請理由⑫「特別な事情のため、経済的に困っている」で申請する場合の所得制限は   

「お知らせ」4ページに記載されております。 

※詳細は必ず「お知らせ」で確認してください。 

※所得基準額につきまして、ご不明な点等ございましたら学校（事務室）までご相談ください。 

 

記 

 

１．配布書類 

・「令和３年度（2021年度）就学援助制度のお知らせ」  Ａ３ 両面印刷２枚 

・「令和３年度（2021年度）就学援助申請書兼世帯状況票」（以下『申請書』） 

 

２．申請期限 

申請区分 申請期限 申請理由 審査方法 認否の通知時期 

早期２ 3月15日（月） ①～⑪ 書類審査 ５月末日予定 

一般１ 5月14日（金） ①・⑫ 税情報利用 ８月末日予定 

一般２ 6月30日（水） ①～⑫ 書類審査 ８月末日予定 

※早期１の申請はすでに終了しています。早期１の認否の通知時期は２月末日予定となっています。 

※７月１日以降も申請ができます。ただし認定日は申請日以降になります。 

 

３．提出方法・提出先 

・保護者の方が直接学校までお持ちいただくか、郵送のどちらかで申請してください。 

※生徒を通じて提出されることのないようお願いします。 

〒５４６－００３３ 大阪市東住吉区南田辺４‐７‐２４ 大阪市立田辺中学校 

（次面に続く） 

 

 



 

４．提出書類   

  ※提出前に各チェック項目をご確認ください。 

□ 『令和３年度(2021年度)就学援助申請書兼世帯状況票 

（『お知らせ』のP6、7に記入例掲載） 

□ 押印箇所は２か所です。（税情報を利用する場合は３か所） 

□ いちばん下の支給方法欄へのチェック（✔） 

※本校では原則学校徴収金届出口座をご利用いただいております。 

□ 『申請理由を証明する書類』  
※不要な場合もありますので、『お知らせ』P2、3をご覧ください。 

□ 申請書の裏面へ糊付けしてください。 

 

５．留意点 

 証明書類は申請書の裏面にのりづけしてください。 

 源泉徴収票は取扱いできません。 

 同一校で「きょうだい」関係がある場合は世帯で1枚提出してください。 

 申請理由①・④・⑤・⑧・⑫番について、申請者が「ひとり親」の場合、ひとり親ということが確認で

きる書類が必要になります。（詳細は「お知らせ」P3の【ひとり親家庭の確認】参照） 

 申請理由⑫において住居の形態を借家で申請する場合は賃貸契約書の写し等の添付書類が必要です。（未

提出の場合、持家世帯の所得基準額で審査されます） 

 申請理由⑫で証明書類を提出される場合は、税法上の控除対象者であっても、生計を一にする世帯全員

（平成15年4月1日以前に生まれた方）分を提出してください。 

 一般申請１に限り、申請理由①・⑫番の方は、税情報の利用ができ、利用すると所得に関する証明書類

の提出が不要になります。市内居住者以外の方(令和3年1月1日現在)や所得申告が未申告の方は利用でき

ません。 

 申請理由⑫番の所得審査では税法上の控除対象者になっている平成15年4月1日以前生まれの方で所得が

未申告の方は、無職・無収入であっても一人あたり所得が38万円（収入103万円）として審査されます。 

目安額を超えそうな場合は、必ず申告してください。詳しくは「お知らせ」P5をご覧ください。 

 認否通知書は、教育委員会から申請者あてに直接送付されます。 

 入学準備補助金は認定された新１年生の保護者に定額支給されますので、領収書の提出は不要です。ただし、

特別支援教育就学奨励費を申請される方については新入学児童生徒学用品・通学用品購入費について、国の

規定に基づいて取り扱う必要があるため、領収書の保管が必要になります。 

 

 

 

お問い合わせ先 

学校運営支援センター（就学援助担当）  ℡ ０６－６１１５－７６５３ 

大阪市立田辺中学校（事務室）      ℡ ０６－６６９２－０１１７ 


